
介護予防通所リハビリテーション利用料金 

令和元年１０月１日改正 

 

（１）介護予防通所リハビリテーション費 

介護保険制度では、要支援認定による要支援の程度及び負担割合証によって介護予防通所リ

ハビリテーション費や加算料金が異なります。（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の

料金となります。） 

 

介護度 
利用者負担金額 

１割負担の場合 

要支援１ １,７２１円／月 

要支援２ ３,６３４円／月 

 

（２）加算料金（２割負担の方は２倍、３割負担の方は３倍の料金となります。） 

項 目 
利用者負担金額 

概  要 
１割負担の場合 

運動器機能向上加算 ２２５円／月 
理学療法士等が作成した運動器機能向上計画に基づ

き､適切なサービスの実施､定期的な評価と見直し等

の一連のプロセスを実施した場合に加算されます。 

栄養改善加算 １５０円／月 

管理栄養士を中心に、利用者の低栄養状態の改善等を

目的として、栄養食事相談等の栄養管理を実施した場

合に加算されます。 

口腔機能向上加算 １５０円／月 
口腔清掃の指導、摂食・嚥下機能に関する訓練の実施

した場合に加算されます。 

栄養スクリーニング加算 ５円／回 
栄養士等が栄養スクリーニングを行い、介護支援専門

員に栄養状態に係る情報を文書で提供した場合に加

算されます。 

リハビリテーションマネ

ジメント加算 
３３０円／月 

利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状

況を定期的に評価。新規利用者は１月以内に居宅を訪

問し、計画を策定した場合に加算されます 

生活行為向上リハビリテ

ーション実施加算(新設) 

９００円／月：開始日から３月以内（１割負担） 

４５０円／月：開始日から３月超６月以内（１割負担） 

利用者の生活行為の内容の充実を図るための目標を踏まえ、所定の基準を満

たしてリハビリテーションを実施した場合に加算されます。 

選択的サー

ビス複数実

施加算 

Ⅰ ４８０円／月 運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス

を実施した場合に組み合わせにより加算されます。 
Ⅱ ７００円／月 

サービス提

供体制強化

加算 

要支援１ ７２円／月 介護職員のうち、介護福祉士が５０％以上の場合に加

算されます。 
要支援２ １４４円／月 

介護職員処遇改善加算 ｛（介護サービス費と加算料金の合計額）×３４÷１,０００｝円／月 

（３）食費（昼食） ６００円／回 

（４）紙おむつ、尿取りパッド等の代金  実費 

（５）送迎代（通常の事業の実施区域外の送迎） ５０円／ｋｍ 


